
伊丹市地域介護拠点整備補助金交付要綱 

 

 

（趣  旨） 

第１条  この要綱は，伊丹市介護保険事業計画に基づき，地域密着型サービス施設等を整備・改修等する

ため，兵庫県の定める兵庫県健康福祉部補助金交付要綱（以下「県要綱」という。）に規定する補助対

象事業を実施する事業者に対して，予算の範囲内で補助金を交付することに関し，補助金等の交付に関

する規則(昭和４２年５月１６日規則第２１号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか，

必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助金の交付対象） 

第２条  市は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事務又は事業（以下「事業等」という。）に

要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等（以下「補助事業」とい

う。）の目的、補助事業の内容、補助金の額等に関しては、県要綱別表に掲げるとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条  前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）及び県要綱別表に

掲げる添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。 

  なお、補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補

 助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消

 費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額と

 の合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければな

 らない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第４条  市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る

 補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をする。 

  なお、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について

 交付決定を行うこととする。 

２  市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、



 条件を付するものとする。 

 

    なお、補助事業における消費税及び地方消費税相当額が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体

 に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。 

 (1) 第３項の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告を行うに当たって、当該補

  助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しな

  ければならない。 

 (2) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れ

  に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（実績報告において、第１号により減額した場

  合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額）を別記様式により速やかに市長に報告する 

  とともに、市長の返還命令を受けて当該金額を市に返還しなければならない。 

３  市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書（様式第２号）により当該

 補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第５条  補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、 

 当該通知を受けた日の翌日から１５日以内は、申請の取下げをすることができる。 

２  前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。 

 

（補助事業の着手の届出） 

第６条  市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。 

 

（補助事業の変更、中止又は廃止） 

第７条  補助事業者は、第１号又は第２号に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更

 承認申請書（様式第３号）を、第３号に掲げる中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止（廃

 止）承認申請書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

 (1)  補助事業に要する経費の配分の変更（別表に掲げる軽微な変更を除く。） 

  (2)  補助事業の内容の変更（別表に掲げる軽微な変更を除く。） 

  (3)  補助事業の中止又は廃止 

２  市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内



 容変更承認通知書（様式第５号）又は補助事業中止（廃止）承認通知書（様式第６号）により、当該申

 請者に通知するものとする。 

 

（交付決定額の変更） 

第８条  補助事業者は、第４条第３項の規定により通知された金額（以下「交付決定額」という。）の変

更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書（様式第７号）及び県要綱別表に掲げる添付書類を

市長にその指定する期日までに提出しなければならない。 

２  市長は、前項の申請があったときは、第４条第１項及び第２項の規定に準じ決定を行い、その旨を補

 助金交付決定変更通知書（様式第８号）により当該申請者に通知するものとする。 

 

（補助事業の遂行状況報告等） 

第９条  補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、当該報告をしなければ 

ならない。 

２  補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

 た場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書（様式第９号）を市長に提出して、その指示を受けな

 ければならない。 

 

（補助事業の完了の届出） 

第１０条  市長は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。 

 

（実績報告） 

第１１条  補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けるときを含む。以下同

 じ。）又は第４条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書（様式第１０

 号）及び県要綱別表に掲げる添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。 

 

（是正命令等） 

第１２条  市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付

 決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を

 執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。 

２  前項の規定は、第９条第１項の報告があった場合に準用する。 



３  補助事業者は、第１項の措置が完了したときは、第１１条の規定に従って実績報告をしなければなら

 ない。 

 

  （額の確定） 

第１３条  市長は、補助事業の完了に係る第１１条及び前条第３項の実績報告があった場合において、当

 該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及

 びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書

 （様式第１１号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

２  市長は、確定した補助金の額が、交付決定額（第８条第２項の規定により変更された場合にあっては、

 同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。）と同額であるときは、前項の規定による通知を

 省略することができる。 

 

（補助金の請求） 

第１４条  市長は、前条第１項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書（様式

 第１２号）により補助金を交付する。 

２  市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することがある。 

 

（交付決定の取消し） 

第１５条  市長は、補助事業者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一

部を取り消すことがある。 

 (1)  この要綱の規定に違反したとき。 

  (2)  補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

  (3)  交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

  (4)  偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２  市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第１３号）

 により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１６条  市長は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補

 助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から１５日以内の期限を定めて、その返還を命ずる



 ことができる。 

２  市長は、第１３条第１項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されて

 いるときは、当該額の確定の日の翌日から１５日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。 

３  市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前２項の期限を延長することがある。 

 

（加算金及び遅延利息） 

第１７条  補助事業者は、前条第１項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補

 助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年１０．９５パーセントの割合

 で計算した加算金を市に納付しなければならない。 

２  補助事業者は、前条第１項及び第２項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付

 しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年１０．９５

 パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。 

 

（帳簿の備付け） 

第１８条  補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入

 及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から５年間保存しなければ

 ならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１９条  補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別表に掲げる処分制

限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合に

おいて、その取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上であるときは、市長の承認を受けなければな

らない。 

２  補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存してお

 かなければならない。 

 

（手続の特例） 

第２０条 市長は、この要綱に定める手続について、情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は

行うことができる。 

２ 前項の規定により、この要綱に定める手続について、情報通信の技術を利用する方法により行わせ、



又は行う場合については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１６年兵庫県

条例第１４号）及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則（平成１６年兵庫

県規則第５８号）の例による。 

 

（補  則） 

第２１条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別表に掲げる。 

２  市長及び補助事業者は、補助金の交付等に関して国または県から指示がある場合は、その指示に従わ

なければならない。 

 

 附則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （手続の特例） 

２ この要綱第４条の規定による補助金の交付決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前におい 

ても、この要綱の規定の例によりすることができる。 

 附則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和２年６月８日から施行する。 


